
５
月
11
日
午
後
、
川
村

議
員
宅
で
行
っ
た
市
政
懇

談
会
に
は
、
7
人
の
方
が

訪
れ
市
政
や
市
議
会
の
状

況
な
ど
4
時
間
半
（
午
後

1
時
半
～
4
時
の
予
定
が
、

午
後
1
時
～
5
時
半
で
実

施
）
訪
問
者
が
途
切
れ
る

こ
と
な
く
懇
談
が
続
き
ま

し
た
。

以
前
か
ら
必
要
性
を
感

じ
「
と
に
か
く
始
め
る
こ

と
が
大
切
で
は
」
と
の
周

囲
の
励
ま
し
も
あ
り
、
初

め
て
開
い
た
も
の
で
す
が
、

思
い
の
ほ
か
盛
況
で
休
憩

す
る
暇
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

も
っ
と
早
く
は
じ
め
れ

ば
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

平
日
の
午
後
と
い
う
こ

と
も
あ
り
来
訪
者
は
高
齢

者
が
多
く
、
介
護
保
険
料

が
高
く
な
っ
た
と
い
う
話

題
で
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

国
の
制
度
と
し
て
の
問
題

点
、
全
国
市
長
会
か
ら
も

出
さ
れ
て
い
る
国
へ
の
要

望
（
下
の
記
事
も
お
読
み

く
だ
さ
い
）
、
市
議
会
で

の
状
況
な
ど
を
お
話
し
、

自
衛
手
段
と
し
て
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
を
紹
介

す
る
な
ど
幅
広
い
内
容

に
な
り
ま
し
た
。

「
年
金
暮
ら
し
と
な
っ

て
収
入
が
減
っ
て
い
る
の

に
、
介
護
保
険
料
は
現
役

の
と
き
よ
り
も
高
く
な
る

の
は
不
自
然
だ
」
と
い
う

の
は
自
然
な
庶
民
感
覚
だ

と
思
い
ま
す
。

ほ
か
に
、
相
続
、
下
水

道
工
事
な
ど
の
相
談
も
あ

り
ま
し
た
。
近
い
う
ち
に

ま
た
開
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
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介護保険料高いよね

5月17日に開催された尾張旭市臨時議

会で市議会の新役員人事が決まりまし

た。

また、創新クラブに所属していた森

下、坂江２氏があさひ２１に会派を移

りました。（新しい会派構成について

は裏面の表をご参照ください。）

議長 渡辺 欣聖（市民ク）

副議長 森 和実（平成ク）

監査委員 良知 静夫（公明党）

議会運営委員会

委員長 水野 義則（市民ク）

副委員長 相羽 晴光（あさひ21）

総務委員会

委員長 谷口 マスラオ（創新ク）

副委員長 川村 剛（共産党）

建設経済委員会

委員長 若杉 たかし（平成ク）

副委員長 早川 八郎（市民ク）

民生文教委員会

委員長 岩橋 盛文（あさひ21）

副委員長 大島 もえ（市民ク）

市議会だより編集委員会

委員長 山下 幹雄（創新ク）

副委員長 大島 もえ（市民ク）

市議会役員人事決まる

市
政
懇
談
会
で
不
満
よ
せ
ら
れ
る

介
護
保
険
の
財
源
は
、
公
費
50
％
、

保
険
料
50
％
の
負
担
割
合
を
原
則
に
し

て
決
ま
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
高
齢
者
＝
１
号
被
保
険
者

の
保
険
料
の
負
担
割
合
は
19
％
、
国
の

負
担
分
は
25
％
で
す
が
、
実
際
に
は
、

国
負
担
分
の
５
％
が
調
整
交
付
金
と
し

て
各
市
町
村
に
配
分
さ
れ
る
た
め
、
75

歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
の
割
合
や
高
齢

者
の
所
得
構
成
に
よ
っ
て
２
つ
の
割
合

が
変
化
し
ま
す
。
一
般
的
に
都
市
部
の

ほ
う
が
国
か
ら
の
負
担
分
が
低
く
な
り
、

尾
張
旭
市
で
の
国
負
担
割
合
は
現
在
21
．

74
％
で
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。
国
の

負
担
分
を
削
っ
て
不
足
す
る
３
．
26
％

分
は
、
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）

の
保
険
料
で
賄
う
た
め
、
尾
張
旭
の
高

齢
者
の
負
担
率
は
（1

9
+
3
.
2
6

）
で
、

22
．
26
％
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
全

国
的
な
調
整
の
た
め
の
費
用
を
高
齢
者

だ
け
に
負
担
さ
せ
る
も
の
で
矛
盾
点
の

１
つ
で
す
。

国
が
25
％
の
負
担
を
守
り
、
尾
張
旭

市
に
払
っ
て
い
れ
ば
、
約
８
５
０
０
万

円
の
収
入
増
に
な
り
、
当
市
の
高
齢
者

人
口
１
万
３
０
３
５
人
（
06
年
４
月
末
）

で
割
る
と
、
一
人
あ
た
り
約
６
５
２
１

円
で
す
。
年
額
平
均
で
、
当
市
の
介
護

保
険
料
が
こ
れ
だ
け
安
く
な
り
ま
す
。

「
国
は
決
め
ら
れ
た
分
を
負
担
し
ろ
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
私
た
ち
だ
け
で
な

く
、
全
国
市
長
会
も
主
張
し
て
お
り
、

３
月
23
日
に
東
京
で
開
か
れ
た
介
護
保

険
運
営
懇
談
会
で
、
大
阪
・
守
口
市
長

＝
喜
多
洋
三
氏
は
「
本
来
（
調
整
交
付

金
を
除
い
て
）
給
付
費
の
25
％
を
国
が

も
つ
と
い
う
の
が
大
原
則
だ
っ
た
は
ず
」

と
発
言
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
に
だ
け
、
調
整
部
分
の
負
担

を
担
わ
せ
る
の
は
自
治
体
単
独
で
考
え

て
も
お
か
し
く
、
調
整
部
分
を
全
体
で

負
担
す
る
よ
う
に
、
一
般
会
計
か
ら
介

護
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
入
増
加
を
党

市
議
団
は
求
め
て
い
ま
す
。

（
川
村
議
員
に
よ
る
試
算
）

国が原則通り負担すれば、

年額６５００円介護保険料は安くなる
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共産党
市民クラブ 公明党

賛否の分かれた議案などに対する各議員の態度

議案などの名称

５月臨時議会

○：賛成 ×：反対

※議長は

採決に加わりません。

※

○－ ○ ○○ ○○

×

○○○○○○ ○○○ ○○○○

×

○○
承認第1号 尾張旭市市税条例の一部を
改正する条例の
専決処分の承認を求めることについて

あさひ２１

○－ ○ ○○ ○○

×

○○○○○○ ○○○ ○○○○

×

○○
承認第2号 尾張旭市消防団員等公務災
害補償条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認を求めることについて

○－ ○ ○○ ○○

×

○○○○○○ ○○○ ○○○○

×

○○
第43号議案 尾張旭市市税条

例の一部改正について

解説
承認第１号 尾張旭市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて
（反対討論 川村議員）

①個人市民税の非課税限度額が均等割で９０００円、所得割で３万円引き下げる。これにより課税対象者が増加する。

つまり、低所得層への課税の強化がはかられる。「格差の拡大が指摘される中で、非課税限度額を引き下げること、

つまり低所得層への課税強化が意味するところは、さらなる格差の拡大を容認するものだと判断でき、税制度の基本

的な考え方が疑われ」るものとして反対。

②固定資産税の負担調整措置が変更され、これまでの制度であれば２．５％の上昇で済んでいた固定資産税の上昇率

は５％になる。上昇率が下がる範囲も、改正内容で示されているが、当市には上昇率が下がる地域は皆無で、課税強

化の影響しかない。（０６年４月１日施行）

第４３号議案 尾張旭市 市税条例

の一部改正
（反対討論 川村議員）

（賛成討論 平成クラブ 森議員）

税源移譲に伴う税率構造の見直しとして、

所得税率の変更とセットで行うもの。（左

図参照）

政府の説明では「今回の税率構造見直し

の前後で所得税・個人住民税合計の税負担

を増加させない」というが、実際には、所

得税と住民税の人的控除の違いから、住民

税課税所得で７００万円を超える階層には、

総額で約６５億円程度の減税効果を生み出

し、一方２００万円以下の階層では、生命

保険料控除、損害保険料控除などの差には

措置が取られないため、わずかに負担増と

なる。逆累進性のある内容。税制度は、格

差の拡大を防ぎ、安定した社会を築いてゆ

く上でも、直接税中心、総合・累進、生計

費非課税を原則に考えるべきで、今回の内

容は逆方向。（主には０７年４月１日施行）

承認第２号については塚本議員が反対討論を行いました。消防団員の待遇を後退させるものです。


